
議案第１３号 

 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

平成２３年９月２日提出 

市川市長  大 久 保  博 

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「障害者に」を「障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）、

障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者に」に、「を提供することにより障

害者」を「の提供その他法に基づく事業を実施することにより障害者等」に改

める。 

第２条の表市川市松香園の項中「４０人」を「５０人」に改める。 

第３条第１号を次のように改める。 

⑴ 市川市松香園 法第５条第７項に規定する生活介護（以下「生活介護」

という。）、同条第１７項に規定する特定相談支援事業（以下「特定相談支

援事業」という。）及び日中一時支援（障害者等の日中における活動の場

を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護してい

る家族の一時的な休息の確保を図る事業をいう。以下同じ。）を行うこと。 



第３条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 市川市梨香園及び市川市明松園 生活介護を行うこと。 

第４条第１項を次のように改める。 

市川市松香園を使用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分

に応じ、当該各号に定める者とする。 

⑴ 生活介護 生活介護に係る法第１９条第１項に規定する支給決定（以下

「支給決定」という。）を受けた障害者 

⑵ 特定相談支援事業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める者 

 ア 基本相談支援（法第５条第１８項に規定する基本相談支援をいう。以

下同じ。） 障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者 

 イ 計画相談支援（法第５条第１７項に規定する計画相談支援をいう。以

下同じ。） 法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者

等 

⑶ 日中一時支援 日中において介護する者がいないため、一時的に見守り

等の支援が必要と市長が認めた障害者等 

第４条中第５項を第６項とし、第２項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市川市梨香園又は市川市明松園を使用することができる者は、生活介護に

係る支給決定を受けた障害者とする。 

第５条第１項中「する者」の次に「（基本相談支援を受けるため市川市松香園

を使用しようとする者を除く。）」を加える。 

 第６条第１項中「以下「使用者」という」を「計画相談支援を受けるため市

川市松香園を使用する者を除く」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条

第２項各号列記以外の部分中「障害福祉サービス」を「事業」に改め、同項に

次の１号を加え、同項を同条第３項とする。 

⑷ 日中一時支援 指定障害福祉サービス基準第１２０条第１項の規定によ

り支払を受けることとなる額を勘案して、日中一時支援に要する費用とし



て市長が定める額 

第６条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、障害者福祉施設の管理を地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に行わせる場合において、この条例で定めるところにより当該指定

管理者が障害者福祉施設の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を徴

収するときは、適用しない。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、市川市松香園において日中一時支援を

行うときは、市川市松香園の開所時間を午後８時まで延長することができる。 

第９条中「使用者」を「第５条第１項の許可を受け、障害者福祉施設を使用

する者」に改める。 

第１０条第１号中「使用者」を「第５条第１項の許可を受け、障害者福祉施

設を使用する者及び基本相談支援を受けるため市川市松香園を使用する者（以

下この条において「使用者」という。）」に改める。 

 第１２条を次のように改める。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 市長は、市川市松香園及び市川市南八幡ワークスの管理を指定管理

者に行わせるものとする。 

２ 市川市松香園の指定管理者の指定の基準は、市川市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成１６年条例第２号。以下この条において

「手続条例」という。）第２条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

⑴ 生活介護に係る法第２９条第１項の指定を受けて、その指定に係る生活

介護を行っていること。 

⑵ 在宅の重症心身障害者又は重症心身障害児に対し、通園の方法により日

常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等を行う都道府県又は地方自治

法第２５２条の１９第１項に規定する指定都市若しくは同法第２５２条

の２２第１項に規定する中核市の事業を受託した実績があること。 



⑶ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法

人であること。 

３ 市川市南八幡ワークスの指定管理者の指定の基準は、手続条例第２条に定

めるもののほか、次のとおりとする。 

⑴ 就労移行支援又は障害者自立支援法施行規則第６条の１０第１号に規定

する就労継続支援Ａ型若しくは就労継続支援に係る法第２９条第１項の

指定を受けて、その指定に係る障害福祉サービスを行っていること。 

⑵ 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人で

あること。 

４ 市川市松香園の指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 生活介護、特定相談支援事業及び日中一時支援を行うこと。 

⑵ 使用の許可を行うこと。 

⑶ 利用料金を収受すること。 

⑷ 使用を停止し、使用の許可を取り消し、及び退所を命ずること。 

⑸ 施設等の維持管理（軽微なものに限る。）を行うこと。 

⑹ その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。 

５ 市川市南八幡ワークスの指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとす

る。 

⑴ 就労移行支援及び就労継続支援を行うこと。 

⑵ 使用を停止し、及び退所を命ずること。 

⑶ 施設等の維持管理（軽微なものに限る。）を行うこと。 

⑷ その他前３号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。 

６ 指定管理者が行う市川市松香園の管理の基準は、手続条例に定めるものの

ほか、第４条第１項及び第６項、第５条、第７条、第８条、第１０条並びに

次条に定めるところによる。この場合において、これらの規定の適用につい

ては、第５条中「障害者福祉施設」とあるのは「市川市松香園」と、「市長」

とあるのは「指定管理者」と、第７条第１項中「障害者福祉施設」とあるの



は「市川市松香園」と、「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市

長の承認を得た」と、同条第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

第８条中「障害者福祉施設」とあるのは「市川市松香園」と、「市長が必要と

認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第１０条中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、「障害者福祉施設」とあるのは「市川市松

香園」とする。 

７ 指定管理者が行う市川市南八幡ワークスの管理の基準は、手続条例に定め

るもののほか、第７条第１項、第８条及び第１０条に定めるところによる。

この場合において、これらの規定の適用については、第７条第１項及び第８

条中「障害者福祉施設」とあるのは「市川市南八幡ワークス」と、「市長が必

要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第１０条中

「市長」とあるのは「指定管理者」と、「障害者福祉施設の使用を停止し、使

用の許可を取り消し」とあるのは「市川市南八幡ワークスの使用を停止し」

と、同条第１号中「障害者福祉施設を使用する者及び基本相談支援を受ける

ため市川市松香園」とあるのは「市川市南八幡ワークス」と、同条第５号中

「障害者福祉施設」とあるのは「市川市南八幡ワークス」とする。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１３条 第５条第１項の許可を受け、市川市松香園を使用する者は、指定管

理者に対し、利用料金を納めなければならない。 

２ 利用料金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める

額に相当する額とする。 

 ⑴ 生活介護 第６条第３項第１号に規定する額 

 ⑵ 日中一時支援 第６条第３項第４号に規定する額 

３ 指定管理者は、必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

４ 市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させ

るものとする。 



附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定

は平成２４年４月１日から、第１２条の改正規定（同条第２項に係る部分に限

る。）は公布の日から施行する。 



理  由  

 

松香園を使用する者の福祉の向上を図るため、同園の管理を指定管理者に

行わせることとするとともに、同園で行う事業に特定相談支援事業及び日中

一時支援を加えるほか、その定員を増員する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


